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役場（千畑庁舎）住民生活課　医療保険班　福祉医療担当　184－4903（内線2144、2147）問い
合わせ

　「美郷町乳幼児福祉医療制度」変更のお知らせ
　平成18年２月診療分から０歳から小学校就学前のすべてのお子さんについて、県の補助対象外の医療費の
自己負担分を全額町が助成することになりました。
　このことにより、美郷町が発行する乳幼児福祉医療受給者証は下記の２種類となります。これ以外の受給
者証をお持ちの方は、役場各庁舎の総合サービス課へお返しください。
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◎平成18年2月27日（月）から介護保険事務所の移転に伴い、
住所が次のとおり変更となりますので、よろしくお願いしま
す。

平成18年２月24日（金）まで
○〒014－0063　大仙市大曲日の出町２丁目７番53号
　（大曲仙北広域交流センター内１階）
　　　　　　　　　　　　d
平成18年２月27日（月）から
○〒014－0805　大仙市高梨字田茂木10番地
　　（大仙市役所　仙北総合支所内（旧仙北町役場）３階）

◎電話番号・ＦＡＸ番号は、住所が変わってもこれまでと同様
です。

○電話番号 ○ＦＡＸ番号
　庶務班　　　0187－86－3910 　0187－86－3914
　保険管理班　0187－86－3911
　認定審査班　0187－86－3912

○非該当だった乳幼児
　申請時に総合サービス課の窓口にて交付します。
○1000円までの自己負担が発生していた乳幼児
　１月末に郵送でお届けしております。
　まだお手元に届いていない方は担当までご連絡ください。

①０歳児と父および母が町民税（所得割）非課税の
乳幼児（受給者証に変更はありません。現在お持
ちの受給者証を引き続きお使いください。）
　※県と町が自己負担分を助成します。

②県の所得制限により福祉医療制度非該当と
なっていた乳幼児と1000円までの自己負担が発
生していた乳幼児
　※町単独で自己負担分を助成します。
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身体障害者巡回相談のお知らせ
　聴覚に障害をお持ちの方を対象とした巡回相談が次のとおり開かれます。
　障害区分●聴　覚
　期　　日●２月23日(木)
　受付時間●正午～午後２時30分
　診察時間●午後１時30分～午後３時
　会　　場●大曲仙北広域交流センター　10187－63－1105
　対象地区●大仙市、仙北郡
　内　　容●補装具の修理・交付を要する場合、または手帳の診断・相談について
　　　　　　直接医師や業者が修理、相談に応じてくれます。

問い
合わせ

大曲社会保険事務所　10187－63－2299
役場（千畑庁舎）住民生活課　戸籍年金班　184－4903（内線2146）

携帯電話からも、「自分で出来る年金額簡易試算」のご利用が可能です！

　2005（平成17）年12月1日から、インターネットに接続できる携帯電話を使っての社会保険庁の携帯電話版
「自分で出来る年金額簡易試算」のご利用が可能になりました。
　（年金額は、60歳到達月に退職しているものとして計算されます）
　簡易試算のためには、次の条件を満たしていることが前提となります。
　　1．簡易試算を行う時点で、60歳未満であること　　2．加入期間が合計25年（300月）以上あること

２月の大曲社会保険事務所窓口延長予定

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

５ ６ ７ ８ ９ 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

受付時間を午後７時まで延長
土曜開庁日（午前９時～午後４時）
閉庁日

2月

「ユニカール大会」を開きます
　ユニカールはどなたでも簡単に楽しめるニュースポーツです。
　運動不足になりがちな冬期間。楽しく体を動かしてみませんか。皆さんのご参加をお待ちしています。

　日　　時●２月25日（土）　午前９時～（受付は午前８時30分～）
　会　　場●仙南総合体育館リリオス
　参　加　料●無　料
　参加資格●町内在住者もしくは町内に勤めている人
　試合方法●①小学生の部　②一般の部(中学生以上）
　　　　　　予選リーグ・決勝トーナメント　※参加チーム数により異なる場合あり
　申し込み●・１チーム３人でお申し込みください。
　　　　　　・２月15日（水）まで町内各公民館または社会教育課スポーツ振興班へ
　　　　　　　備え付けの用紙でお申し込みください。
　そ　の　他●動きやすい服装で、タオルと内履きをお持ちください。

～ご注意～
　試算結果は将来の年金額を保証するものではありません。
　また、試算の対象は、社会保険庁がお支払いする老齢基
礎年金及び、老齢厚生年金の年金額です。

簡易試算をご利用される場合は・・・
①携帯電話にて以下のアドレスを入力し
　「自分で出来る年金額簡易試算」をクリック！
　　　　　http://www.sia.go.jp/k/
②ＱＲコードでお手軽アクセス！
　　ＱＲコード対応の携帯電話なら、右の
ＱＲコードを読み取るだけでアドレスが
表示されます。　　　
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問い
合わせ 役場（千畑庁舎）福祉保健課　高齢・障害福祉班　184－4907（内線2166）

町教育委員会（千畑庁舎）社会教育課　スポーツ振興班　184－4915（内線2223）問い
合わせ


